
 

堺市報道提供資料 

令和 5 年 10 月 6 日提供 

 

地方独立行政法人堺市立病院機構第 4期中期目標（案） 

に対する意見を募集します 
 

堺市では、地方独立行政法人法第 25 条第 1 項の規定により、地方独立行政法人堺市立病院機構が達成すべき

業務運営に関する目標を定めるため、地方独立行政法人堺市立病院機構第 4 期中期目標（案）をとりまとめました。 

つきましては、パブリックコメント制度に基づき、同案に対する皆様のご意見を以下のとおり募集します。 

 

1 募集期間 

令和 5 年 10 月 10 日（火）～令和 5 年 10 月 27 日（金） ※必着 

 

2 ご意見の提出方法 

次のいずれかの方法でご提出ください。様式は自由です。 

なお、口頭（電話等を含む。）では受け付けておりませんので、ご了承ください。 

○郵送の場合：〒590-0078 堺市堺区南瓦町３番１号 堺市健康医療政策課あて 

○窓口持参の場合：堺市健康医療政策課（堺市役所本館 6 階） 

○ファックスの場合：072-228-7943 

○電子メールの場合：kenki@city.sakai.lg.jp 

○本市ホームページのパブリックコメント意見募集フォーム（電子申請システム）  

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/317eaac0-3f90-

4348-baa5-6116da9bdc51/start 

 

3 内容 

○地方独立行政法人堺市立病院機構第 4 期中期目標（案）【概要版】 

○地方独立行政法人堺市立病院機構第 4 期中期目標（案） 

 

4 閲覧・配布場所 

令和 5 年 10 月 10 日（火）から、堺市ホームページのほか、市政情報センター（堺市役所高層館 3 階）、

各区役所の市政情報コーナー、各図書館、堺市役所 健康医療政策課（堺市役所本館 6 階）でご覧にな

れます。また、同所にて資料を配布します。 

 

5 その他 

○提出されたご意見は、整理集約し、ご意見等に対する本市の考え方を市ホームページ等で一定期間公表します。 

・ご意見を提出された方の個人情報は公表しません。 

mailto:kenki@city.sakai.lg.jp
https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/317eaac0-3f90-4348-baa5-6116da9bdc51/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/317eaac0-3f90-4348-baa5-6116da9bdc51/start


 

・ご意見を提出された方に対し、個別には回答しません。 

・ご意見に基づき案を修正した場合、修正内容と理由を併せて公表します。 

○単に賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等については、ご意見の概要や本市の考え方をお示しで

きませんので、ご了承ください。 

○提出されたご意見のうち、個人や団体の利益を害するおそれのある情報については公表しません。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：健康福祉局 健康部 健康医療政策課 

電 話：072-248-6004 

フ ァ ッ ク ス：072-228-7943 

 

 

 



地方独立行政法人堺市立病院機構第4期中期目標（案） 概要版

○ 近年、医師不足や看護師不足、医師の働き方改革の導入、高齢化への対応など医療を取り巻く環境が一層厳しさを増している。そのような中、第4期中期目標では、公立病院として求められる新
興感染症への備えや地域医療構想を踏まえた役割を果たし、かつ更なる経営強化に取り組むことで、医療、保健、福祉、教育等の行政全般等と連携・協力しながら持続可能な地域医療提供体
制を確保する。

○ 大阪府全体の医療の視点からも、広域連携にも貢献し、堺市二次医療圏を支える中核病院として、地域医療機関等との役割分担と連携強化を図り、持っている機能を最大限に活かし、市民の
皆様の命と暮らしを守り、そして、本市の健康福祉を支える役割を担う。

○ 市民の健康寿命の延伸、生活習慣病の発症予防等に寄与し、疾病予防の充実・強化、健康を支える地域社会の形成の一端を担い、市民や関係機関から一層信頼され、市民にとって身近な
病院となる。

第１ 中期目標の期間
令和6年4月1日から令和10年3月31日までの4年間

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
１．公立病院として担うべき医療
２．信頼される医療の提供と患者サービスの向上
３．地域への貢献
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
１．効率的・効果的な業務運営
第４ 財務内容の改善に関する事項
１．安定的な経営の維持
第５ その他業務運営に関する重要事項
１．デジタル化への対応

策定にあたって

○感染症医療
新興感染症等に備えた平時及び感染拡大時の、必要な人材の育成と確保、病床やスペー
スの確保、防護具の備蓄、本市内全体の体制整備等を行政等と連携しながら図る。

○健康寿命の延伸に向けた予防事業の推進
行政や企業、学校、地域住民と連携や協力し、疾病予防の推進、特定健康診査やがん検
診をはじめとした健康に関する保健医療情報の発信及び啓発に取り組む。

○地域の医療機関等との連携推進
地域医療機関間の役割分担と関係機関との連携強化を図るなど公立病院として
果たすべき役割と機能を発揮する。

○働きやすい病院運営
医師等の働き方改革を踏まえ、適切な労務管理を行う。

○安定的な経営の維持
公立病院として担うべき政策医療の分野において、十分な努力を行ってもなお診療収入を
もって充てることができない経費は、本市の一般会計から運営費負担金として交付されている
ことを十分認識したうえで、中期計画に反映し、病院事業全体として効率的経営、収益的
収支の向上に努め、自立した運営を図る。

○デジタル化への対応
医療情報システムに対する外部からのサイバー攻撃へのセキュリティ対策を徹底する等、十分
な安全対策をとる。

ポイント項目

前文

これまでの主な取組
①救急医療及び高度医療等の提供
②市民の健康維持及び増進
③新型コロナウイルス感染症対応
④黒字化の実現

課題
①新興感染症への対応
②患者だけでなく、堺市全体の市民の健康福祉への貢献
③コロナ対応で見えた市内の病院との役割分担
④働き方改革への対応
⑤将来を見据えた安定的な経営
⑥迫るサイバー攻撃への対応を含めたデジタル化への対応
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地方独立行政法人堺市立病院機構第 4期中期目標（案） 

 

前文 

地方独立行政法人堺市立病院機構（以下「病院機構」という。）は、平成 24年 4月に設立され、

平成 27 年 7 月には現在地に移転し、堺市立総合医療センターを開院した。堺市医療圏初の救命

救急センターを設置し、地域で求められる救急医療及び高度医療等を提供することで医療水準の

向上を図り、安定的かつ継続的に市民の健康維持及び増進に寄与してきた。 

第 3期中期目標期間においては、新型コロナウイルス感染症に対し、市内唯一の公立病院であ

りかつ感染症指定病院として、数多くの患者の受け入れやトリアージ病院としての役割を担うな

ど全職員が一丸となって対応に当たり、地域医療機関とも連携、役割分担をすることで数々の波

を乗り越えてきた。一方で、本市において、新型コロナウイルス感染症の急拡大時には、入院患

者の急増等に伴い、救急医療体制を含め、厳しい医療ひっ迫が生じた時期もあり、今後の新興感

染症発生時等には、行政と病院機構、地域医療機関が連携し、速やかに体制が整備できるよう事

前に備える必要があるといった課題も浮き彫りになった。また、より適切な医療を患者へ提供す

ることができるよう、デジタル化の推進と近年相次ぐ医療機関へのサイバー攻撃に対する対策を

徹底することが求められている。 

令和 2年度収支においては、新病院建設により悪化に転じていた経営状況を、新型コロナウイ

ルス感染症に対応しながらも、効率的・効果的な病院運営を行う事で黒字化を実現した。 

近年、医師不足や看護師不足、医師の働き方改革の導入、高齢化への対応など医療を取り巻く

環境が一層厳しさを増している。そのような中、第 4期中期目標では、公立病院として求められ

る新興感染症への備えや地域医療構想を踏まえた役割を果たし、かつ更なる経営強化に取り組む

ことで、医療、保健、福祉、教育等の行政全般等と連携・協力しながら持続可能な地域医療提供

体制を確保することが求められる。また、大阪府全体の医療の視点からも、広域連携にも貢献し、

堺市二次医療圏を支える中核病院として、地域医療機関等との役割分担と連携強化を図り、持っ

ている機能を最大限に活かし、市民の皆様の命と暮らしを守り、そして、本市の健康福祉を支え

る役割を担うことが求められる。 

市民の健康寿命の延伸、生活習慣病の発症予防等に寄与し、疾病予防の充実・強化、健康を支

える地域社会の形成の一端を担い、市民や関係機関から一層信頼され、市民にとって身近な病院

となることを期待する。 

 

本中期目標をもとに作成される中期計画については、総務省が策定した公立病院経営強化ガイ

ドラインに基づく公立病院経営強化プランを兼ねるものとする。なお、中期計画策定にあたって

は、適切な数値目標を設定し、提供した医療の質や機能、他の病院との連携等を検証・評価する

こととする。 

これらのことを踏まえ、ここに堺市立病院機構に示す基本的な方針として第 4期中期目標を定

める。 
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第 1 中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和 6年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までの 4年間とする。 

 

第 2 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

1 公立病院として担うべき医療 

（1）救命救急センターを含む救急医療 

ア 新興感染症等の感染拡大時も含め、救命救急センターの円滑な運営に努め、二次救急で

対応が困難な重篤な患者に対して、24時間 365日、三次救急医療を提供すること。 

イ 市内の救急告示病院との適切な役割分担のもと、24時間 365日、二次救急医療体制の維

持に取り組み、二次・三次の一体的運用による救急医療の中核的役割を果たすこと。 

ウ 堺市消防局の救急ワークステーションとの連携によりメディカルコントロール体制に

おいて中心的な役割を果たすこと。 

エ 精神科医によるコンサルテーションのもと、適切な医療提供につなげることができる体

制を整え、積極的に精神科合併症救急患者を受け入れること。 

 

 （2）がんへの対応 

  ア がんは、市民の疾病による死亡の最大の原因であり、その対策が市民の生命及び健康に

とって重大な問題となっていることから、科学的な知見に基づく適切で良質な医療提供を

行うこと。また、地域がん診療連携拠点病院としてがん診療の質的向上に努め、地域の医

療機関と連携し、がん相談や情報提供を行うこと。 

  イ 本市が実施するがん対策等に関する施策に協力し、がんの予防と早期発見に寄与するこ

と。   

 

 （3）高度・専門医療 

ア 脳血管疾患、心疾患の治療については、地域の医療機関との連携と役割分担に基づき、

救命救急センターを有する施設として必要な高度・専門医療を提供すること。 

イ 糖尿病の治療については、食事、運動、薬物療法により適切な医療提供を行うこと。 

また、合併症等重症化予防の医療に取り組むこと。 

 

（4）小児医療 

地域の医療機関との連携と役割分担に基づき小児医療を提供し、小児救急医療について

は、初期救急医療を担う堺市こども急病診療センターや他の病院群輪番病院との連携と役

割分担のもと、24時間 365日、二次救急医療体制を確保すること。 

 

（5）周産期医療 

地域の医療機関との連携と役割分担に基づき周産期医療を提供し、二次・三次の一体的
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な運用を活かし、緊急的に対応が必要な出産前後の方に対して適切な医療を提供すること。 

 

 （6）感染症医療 

  ア 第一種及び第二種感染症指定医療機関として、感染症患者の受入体制の維持、感染症に

関する関係法令や本市の計画等に基づく適切な対応など、地域の感染症医療における中核

的な役割を果たすこと。 

  イ 新興感染症等に備えた平時及び感染拡大時の、必要な人材の育成と確保、病床やスペー

スの確保、防護具の備蓄、本市内全体の体制整備等を行政等と連携しながら図ること。 

 

（7）災害その他緊急時の医療 

災害その他緊急時には、災害拠点病院として、堺市地域防災計画等に基づく対応を的確

に行い、自らの判断で医療救護活動を実施すること。また、大規模な災害や事故の発生に

備え、市内の災害協力病院等と連携した訓練の実施と物資の備蓄等を行うこと。 

 

 

2 信頼される医療の提供と患者サービスの向上 

（1）医療安全対策・感染対策の徹底 

医療事故に関する情報の収集と分析を行い、医療事故の予防及び再発防止に取り組むこ

と。また、院内感染防止対策の確実な実施等により医療安全対策を徹底すること。 

 

（2）医療の質の向上 

ア 診療科の枠を越えた多職種が連携するチーム医療や医療センターの機能の充実、強化を

行うこと。また、クリニカルパスの充実による医療の質の標準化など、医療の見える化に

取り組むこと。 

イ 医療の発展に貢献するため、臨床研究及び治験に積極的に取り組むこと。 

 

（3）患者の視点に立った医療・サービスの提供 

ア 医療の中心は患者であることを常に認識し全ての患者の権利と人格を尊重し、インフォ

ームド・コンセントの徹底や患者の視点に立った環境整備に努め、ACP（アドバンス・ケ

ア・プランニング）にも資するよう、心の通う医療を提供すること。また、地域で果たす

役割や医療機能等について、患者ニーズに合った情報発信を積極的に行うこと。 

イ 患者が満足し、患者に信頼される病院をめざし、患者の視点に立ったサービスを提供す

ること。 

 

3 地域への貢献 

（1）健康寿命の延伸に向けた予防事業の推進 

市民の健康維持や健康寿命の延伸に寄与するため、緊密に行政や企業、学校、地域住民
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と連携や協力し、疾病予防の推進に努めること。また、特定健康診査やがん検診をはじめ

とした健康に関する保健医療情報の発信及び啓発に取り組むこと。 

 

（2）地域の医療機関等との連携推進 

  ア 地域医療構想を踏まえ、公立病院として担うべき医療機能を発揮し、地域での役割を果

たすため、紹介された患者の迅速な受入と患者に適した医療機関への積極的な紹介や開放

病床の利用促進を行い、地域の医療機関との連携や協力を推進すること。 

  イ 地域医療構想における推計年である令和 7 年（2025 年）及び中期計画最終年度である令

和 9年度における機能ごとの病床数を示すこと。 

ウ 地域医療構想や新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、地域医療機関間の役割分担

と関係機関との連携強化を図るなど公立病院として果たすべき役割と機能を発揮すること。 

エ 在宅医療について、地域包括ケアシステムの推進に向け、関係者との情報共有やネット

ワークの構築を図るなど、公立病院としての役割と機能を果たし、地域に貢献するよう積

極的に努めること。また、地域連携機能を強化し、医療関係者だけでなく介護関係者との

連携関係の構築に取り組むこと。 

  

（3）医療従事者の育成 

医療専門職の養成や医療従事者の育成に貢献すること。 

 

第 3 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

1 効率的・効果的な業務運営 

（1）自律性・機動性・透明性の高い組織運営 

ア 適切な権限委譲と効率的な業務運営を図ること。また、経営に関する企画立案機能の更

なる強化を図り、各部門の業務分析や損益分析等により患者動向や医療需要等の変化に即

した効果的な医療提供体制の整備に取り組むなど、戦略的な病院運営を行うこと。 

イ 外部評価等を活用し、効率的かつ効果的であり、また市民目線を活かした業務運営改善

を組織全体で図ること。 

 

（2）法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

     患者の権利を尊重し、医療法をはじめとする関係法令を遵守することはもとより、行動

規範と倫理に基づく適正な病院運営、個人情報の保護と管理の徹底を行うこと。 

 

（3）やりがいを感じ働くことができる職場環境の整備と運用 

職員の業績や能力を的確に反映した客観的な評価制度等の整備、運用し、職員のモチベ

ーションの向上や人材育成を行うこと。また、研修機会を確保するなどの環境整備を行い、

職員のスキルアップを図ること。 
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（4）働きやすい病院運営 

ア 医師等の働き方改革を踏まえ、適切な労務管理を行うこと。また、法令を遵守し、タス

クシフトの推進等により時間外労働の縮減を図ること。 

イ 職員の健康を守り、全職員が能力を最大限に発揮できるようワーク・ライフ・バランス

を推進し、働きやすい病院をめざし、持続可能な病院運営に取り組むこと。また、家庭と

仕事を両立し、子育てや介護をしながら安心して働くための支援の充実に努めること。 

 

第 4 財務内容の改善に関する事項 

1 安定的な経営の維持 

ア 公立病院として担うべき政策医療の分野において、十分な努力を行ってもなお診療収入

をもって充てることができない経費は、本市の一般会計から運営費負担金として交付され

ていることを十分認識したうえで、中期計画に反映し、病院事業全体として効率的経営、

収益的収支の向上に努め、自立した運営を図ること。 

   イ 収入の確保と効果的な費用節減に取り組み、各年度の収支計画を作成すること。 

また、計画期間末時点における経営指標に係る数値目標を定め、達成に努めること。 

   ウ 施設・設備の整備、更新については、その必要性を十分検討の上、長期的な視点で計画

的に行うこととし、収支計画に反映すること。特に医療機器の導入や更新については、費

用対効果等を検証した上で計画的に行うこと。 

 

第 5 その他業務運営に関する重要事項 

 1 デジタル化への対応 

（1）医療情報システムの安全管理 

医療情報システムに対する外部からのサイバー攻撃へのセキュリティ対策を徹底する

等、十分な安全対策をとること。また、セキュリティポリシーを浸透させ運用するなど、

組織的な ITガバナンスの確立と強化を図ること。 

（2）デジタル化の推進 

ア 医療の質の向上、医療情報の連携、働き方改革の推進と病院経営の効率化推進のため、

デジタル化の推進に努めること。 

イ マイナンバーカードの健康保険証利用について、医療保険事務の効率化や患者の利便性

向上を踏まえ、患者への周知等、率先して利用促進に努めること。 
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